
第

二

千

六

百

十

二

号

平

成

二

十

七

年

一

月

九

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

五
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

八

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

九

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
整
備
課)

九

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

一
〇

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

商
工
政
策
課)

一
〇

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

情
報
産
業
課)
一
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
一
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

同

)

一
一

○
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

一
一

正

誤

○
目
次
中
訂
正

(

医
療
整
備
課)

一
一

○
救
急
病
院
の
認
定
中
訂
正

(

同

)

一
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

池
田
町

二

事
業
の
種
類

池
田
町
・
大
野
町
共
同
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
粕
ケ
原
字
宮
下
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

申
請
に
係
る
事
業
は
、
岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
粕
ケ
原
字
宮
下
地
内
に
お
け
る｢

池
田
町
・
大

野
町
共
同
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業｣

(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

で
あ
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日



本
件
事
業
は
、
学
校
給
食
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号)

第
六
条
に
規
定
す
る
共
同

調
理
場
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す

る
庁
舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の
他
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関

す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
池
田
町
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
予
算
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本

件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

現
在
、
池
田
町
で
は
、
池
田
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
町
内
の
小
中
学
校
五
校
に

お
け
る
学
校
給
食
を
実
施
し
て
お
り
、
ま
た
、
隣
接
す
る
大
野
町
は
、
大
野
町
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
、
町
内
の
小
中
学
校
八
校
に
加
え
保
育
園
三
園
の
給
食
を
実
施
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
池
田
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は
、
昭
和
五
十
三
年
に
建
設
さ
れ
た
施
設
で

あ
り
、
建
物
及
び
設
備
の
老
朽
化
が
進
行
し
て
い
る
と
と
も
に
、
耐
震
性
の
不
足
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
大
野
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
も
、
昭
和
六
十
年
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
同

様
に
老
朽
化
が
進
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
と
も
に
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準(

平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
四
号)

に
適
合
し
て
い
な
い
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
衛
生
管
理
上
の
問
題
が
あ
る
。

本
件
事
業
は
、
現
在
の
両
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
て
、
両
町
が
学
校
給
食
を
共
同
で

実
施
す
る
た
め
の
共
同
調
理
場
を
新
た
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
完
成
に
よ
り
、
施
設
の
安

全
性
の
確
保
及
び
衛
生
的
で
安
心
な
学
校
給
食
の
実
施
が
図
ら
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
食
育
の
拠
点
と
し
て
、
各
種
の
研
修
会
、
町
民
を
対
象
に
し
た
栄
養
教
室
等
を
積
極

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
か
ら
、
地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進
に
も
寄
与
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

起
業
地
の
周
辺
は
、
既
に
整
備
さ
れ
た
農
業
振
興
地
域
で
あ
り
、
本
件
事
業
は
、
新
た
に
動

植
物
に
影
響
を
与
え
る
改
変
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
動
植
物
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
よ
る
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
な
く
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
建
設
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に
適
合

し
て
お
り
、
か
つ
、
起
業
地
に
つ
い
て
も
、
申
請
案
と
他
の
二
案
と
を
社
会
的
、
技
術
的
及
び

経
済
的
な
面
か
ら
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を

比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
池
田
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
及
び
大
野
町
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
は
、
老
朽
化
が
進
行
し
、
か
つ
、
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
衛
生
面
の
問
題
が
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
解
消
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
十
七

号 路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
鶴
見
字
境

ヶ
谷
一
六
九
九
番
五
地
先
地

内
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
六
九
九
番
六
地
先
地

内
ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

河

合

多
治
見
線

路
線
名

中
津
川
市
上
野
字
下
中
尾
九

五
九
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

八

七
六
番
一
九
地
先
ま
で

区

間

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
西
本
町

七
番
四
地
先
か
ら

同

市
同
町
同

字
新
土
岐

津
西
町
二
八
番
一
一
地
先
ま

で
区

間

Ａ
後

Ｂ
前 区

域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜�･���･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

備

考

池
田
町
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課
池
田
町
・
大
野
町
共
同
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
準
備

室
岐
阜
県
告
示
第
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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区
域
の
名
称

新
明
南

区
域
の
名
称

区

域

の

所

在

地

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

区
域
の
名
称

新
明
南

区
域
の
名
称

平
木
川

区

域

の

所

在

地

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

区

域

の

所

在

地

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
野
上

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

岐
阜
県
告
示
第
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(
平
成
二
十
三
年

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
九
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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新
明
南

区
域
の
名
称

新
明
南

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

区

域

の

所

在

地

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
二
十
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
六
号

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
七
号
岐
阜
駅
高

富
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
助
け
あ
い
ね
っ
と
・
チ
ー
ム
相
談
ぼ
ら

ん
て
ぃ
あ

三

代

表

者

の

氏

名

大
矢

時
江

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町
二
丁
目
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
や
社
会
的
弱
者
な

ど
に
関
す
る
、
相
談
活
動
や
利
用
で
き
る
制
度
、
障
害
の
状
態
や

症
状
理
解
の
普
及
に
役
立
つ
講
演
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢

者
や
障
碍
者
、
社
会
的
弱
者
の
権
利
擁
護
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
環
境
浄
化
を
進
め
る
会
岐
阜

三

代

表

者

の

氏

名

浅
野

章
良

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
山
県
岩
六
三
三
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
市
民
、
事
業
者
及
び
行
政

と
連
携
し
、
有
効
微
生
物
を
活
用
し
て
環
境
浄
化
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
生
ご
み
の
資
源
化
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会

の
環
境
保
全
を
図
り
、
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
産
業
会
館
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
六
条
南
二
丁
目
一
一
番
一
号

一
般
財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館

代
表
者

浅
井

文
彦

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
県
営
住
宅(

ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ
に
限
る
。)

に
係
る
地
方

自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理

者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例

第
四
十
六
号)

第
十
七
条
及
び
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

第
四

十
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

伊
藤
忠
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ

代
表
者

長
田

邦
裕

構
成
員

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
七
番
一
号

伊
藤
忠
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
三
丁
目
六
番
一
三
号

株
式
会
社
コ
ン
グ
レ

羽
島
市
正
木
町
須
賀
五
四
四
番
地
の
一
七

カ
ワ
ボ
ウ
テ
キ
ス
チ
ャ
ー
ド
株
式
会
社

大
垣
市
丸
の
内
一
丁
目
一
八
番
地

グ
レ
ー
ト
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
一
一
番
三
号

株
式
会
社
ビ
ル
代
行

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の
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関

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

関

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
七
・

一
・

九
か
ら

同

・

二
・

九
ま
で

縦

覧

期

間

下

呂

市

調
査
を
行
う

者
の
名
称

変
更
後

変
更
前 調

査

地

域

下
呂
市
小
坂
町
長
瀬
の
一
部

下
呂
市
馬
瀬
名
丸
、
馬
瀬
堀
之
内
、

馬
瀬
中
切
、
馬
瀬
川
上
、
馬
瀬
数

河
、
馬
瀬
西
村
、
御
厩
野
、
野
尻
、

小
川
、
小
坂
町
大
島
、
萩
原
町
羽

根
、
萩
原
町
山
之
口
及
び
金
山
町

福
来
の
一
部

下
呂
市
馬
瀬
名
丸
、
馬
瀬
堀
之
内
、

馬
瀬
中
切
、
馬
瀬
川
上
、
馬
瀬
数

河
、
馬
瀬
西
村
、
御
厩
野
、
野
尻
、

小
川
、
小
坂
町
大
島
、
萩
原
町
羽

根
、
萩
原
町
山
之
口
及
び
金
山
町

福
来
の
一
部

平
成
二
六
・
一
二
・
一
二
か
ら

同

二
七
・

三
・
三
一
ま
で

平
成
二
六
・

四
・

一
か
ら

同

二
七
・

三
・
三
一
ま
で

平
成
二
六
・

四
・

一
か
ら

同

二
七
・

三
・
三
一
ま
で

調

査

期

間

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
下
呂
北
部
地
区
上
杉
谷
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

下
呂
市
役
所

○
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
第
二
千
六
百
六
号

目
次
七
七
一
頁
上
段
前
か
ら
四
行
目
中｢

救
急

病
院
の
申
出
の
撤
回｣

は｢

救
急
診
療
所
の
申
出
の
撤
回｣

の
、
同
段
前
か
ら
五
行
目
中｢

救
急
病
院

の
認
定｣

は｢

救
急
診
療
所
の
認
定｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
第
二
千
六
百
六
号

救
急
病
院
の
認
定(

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十

五
号)

七
七
二
頁
上
段
前
か
ら
四
行
目
中｢

救
急
病
院
と
し
て｣

は
、｢

救
急
診
療
所
と
し
て｣

の
誤

り
。
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